
「食品健康影響評価に関する照会について」（平成 21 年 10 月 9 日   

付け食安発 1009 第 1 号）に係る対応について（案） 
 
 

食品健康影響評価の結果に基づきリスク管理措置を講ずる際の照会手続につ

いては、現在、「食品安全委員会とリスク管理機関との連携・政策調整の強化に

ついて」（平成 16 年 2 月 18 日関係府省申合せ）（以下「関係府省申合せ」とい

う。）の記の１（２）②のとおり定められており、第 138 回食品安全委員会（平

成 18 年 4 月 6 日）において、別添１のとおり報告が行われている。 
 

関係府省申合せにおいては、食品健康影響評価の結果に係る疑義に関し、食

品安全委員会（以下「委員会」という。）及びリスク管理機関は迅速な照会及び

回答を行うこととされており、これに基づく具体的な照会手続においては、専

門家の合議体による考察を経ることなく、委員会事務局から委員会委員長及び

各委員並びに専門調査会座長に個別に確認、また、必要に応じて、専門調査会

の各専門委員に個別に確認することとしていたところである。 
 

しかしながら、今般、厚生労働省から委員会事務局に対して照会があった「食

品健康影響評価に関する照会について」（平成 21 年 10 月 9 日付け食安発 1009
第 1 号）（以下「農薬メソトリオンに係る照会」という。）（別添２）に関しては、

委員会事務局から各委員に個別に確認してきたところであるが、その中で、合

議体において確認することが適当である旨の意見があったところである。 
 

このため、農薬メソトリオンに係る照会については、別添１における照会手

続には従わず、委員会において取り扱うこととし、農薬専門調査会における調

査審議を行った上で、委員会決定として、厚生労働省に対し回答を行うことと

する。 
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「食品健康影響評価の結果に基づく施策の検討状況の調査結果をについて（平成

１７年１０月 」に係る審議における指摘を踏まえた対応について（報告））

「食品健康影響評価の結果に基づく施策の実施状況の調査結果について（平成１７年１

０月 」に係る審議（食品安全委員会第１１７回会合（平成１７年１０月２７日 ）におい） ）

て、リスク管理機関とリスク評価機関との整合性について指摘がなされたことを踏まえ、

「食品安全委員会とリスク管理機関との連携・政策調整の強化について （平成１６年２」

月１８日関係府省申合せ。以下「関係府省申合せ」という ）の一部改正（平成１８年３。

月３１日施行）を行ったところである。

なお、関係府省申合せ（別紙）１の（２）の②に規定する新たな照会手続については、

以下のとおり取扱うこととする。

【新たな照会手続について】

（リスク評価結果とリスク管理機関が講じようとする施策との整合性について疑義が生じた場合）

① リスク管理機関は、リスク評価の結果に係る解釈について食品安全委員
会事務局（以下「事務局」という ）へ文書で照会。。

② 照会内容について、事務局から食品安全委員会委員長及び各委員並びに
専門調査会座長に確認。
また、必要に応じて、専門調査会の各専門委員に確認。

③ 事務局は、②における確認内容を踏まえ、リスク管理機関に対して文書
で回答。

④ リスク管理機関に対して行った回答及び照会内容について、事務局が委
員会会合において報告。
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食品安全委員会とリスク管理機関との連携・政策調整の強化について（抜粋）

（平成１６年２月１８日関係府省申合せ）

最終改正 平成１８年８月３１日関係府省申合せ

食品安全委員会（以下「委員会」という ）及びリスク管理機関（リスク管理を行う行。

政機関である厚生労働省、農林水産省及び環境省をいう。以下同じ ）は、食品安全基本。

法（平成１５年法律第４８号）及び食品安全基本法第２１条第１項に規定する基本的事項

（平成１６年１月１６日閣議決定。以下「基本的事項」という ）に定めるところによる。

ほか、下記に定めるところにより、相互の連携・政策調整の強化に努めるものとする。

記

１ 食品健康影響評価

(2) 食品健康影響評価の結果に基づきリスク管理措置を講ずる際のリスク管理機関と委

員会との連携

② 食品健康影響評価の結果とリスク管理機関が講じようとする施策との整合性につ

いて食品の安全性の観点から疑義が生じた場合には、リスク管理機関は、当該食品

健康影響評価の結果の解釈について、委員会に速やかに照会し、委員会は照会に対

して速やかに回答すること。

（別紙）
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